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第 1 号議案 議事録署名人選任の件

以下の 3 名を本理事会の議事録署名人として選任することにつき、皆様のご承認を

求めます。

・理 事 長 前川 正雄

・常務理事 宮野 忠夫

・理 事 橋爪 穹

第 2 号議案 訴訟代理人選任の件 

当財団におきましては、平成 23 年 6 月 23 日に開催された理事会及び評議員会にて

役員の一部を変更する旨の決議がなされ、同年7月1日より新体制が発足されました。

これは、公益法人が遵守すべき指導監督基準を満たすことを目的としてなされたも

のであり、当時の理事及び評議員の方々には十分ご理解の上でご承認をいただいたも

のであります。

しかし、決議内容につき不服を持たれた前川昭一元理事より平成 23 年 8 月 23 日付

けで東京地方裁判所民事部に対し地位保全仮処分命令申立書が提出され、それに伴い

同月 24 日付けで同裁判所が作成した審尋期日呼出状が同月 26 日に当財団事務局に送

達されました（事件番号 平成 23 年(ヨ)第 20092 号）。

本件につき、当財団と致しましては訴訟代理人を選任した上で法律上適切な対応を

採ってまいりたく存じます。そこで、以下の弁護士を代理人として選任し、下記の事

件に関する各事項を委任することにつき、皆様のご承認を求めます。

１．代理人 第二東京弁護士会所属弁護士 山 﨑 順 一

同 山 田 昭

同 牛 嶋 龍之介

同 松 本 成

２．事件の表示 （１）相 手 方 前 川 昭 一

（２）裁 判 所 東京地方裁判所

（３）事 件 名 仮地位仮処分命令申立事件

３．委任事項 （１）当財団がする一切の行為を代理する権限

（２）復代理人の選任

以 上


